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（
文
教
科
学
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
法
案
（
閣
法
第
五
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
高
等
教
育
改
革
の
一
環
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
を
設
立
す
る
た
め
、
そ
の
名

称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
機
構
の
目
的

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
は
、
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及
び

。

大
学
共
同
利
用
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

。

教
育
研
究
水
準
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
学
位
の
授
与
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
高
等
教
育
の

段
階
に
お
け
る
多
様
な
学
習
の
成
果
が
適
切
に
評
価
さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
の
高
等
教
育
の
発
展
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

二
、
役
員
及
び
職
員

１

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
機
構
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
二
人
以
内

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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２

機
構
長
の
任
期
は
四
年
と
し
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
二
年
と
す
る
こ
と
。

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う

）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

。

長
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
三
１
の
評
議
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

４

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な

す
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
評
議
員
会

１

評
議
員
会

機
構
に

評
議
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
と
と
も
に

評
議
員
会
は

二
十
人
以
内
の
評
議
員
で
組
織
す
る
も
の
と
し

、

、

、

、

機
構
長
の
諮
問
に
応
じ
、
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
し
、
二
３
の
機
構
長
の
任
命
に
関
し
文
部
科
学

大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
ほ
か
、
機
構
の
業
務
運
営
に
つ
き
、
機
構
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

２

評
議
員
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評
議
員
は
、
大
学
等
に
関
し
広
く
か
つ
高
い
識
見
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
機
構
の
業
務
の
適
正
な
運
営
に
必
要
な
学
識

経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
機
構
長
が
任
命
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
と
と
も
に
、
通
則
法
第

二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
評
議
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。

四
、
業
務
の
範
囲
等

１

機
構
は
、
一
の
機
構
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

①

大
学
等
の
教
育
研
究
水
準
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
大
学
等
の
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、

そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
大
学
等
及
び
そ
の
設
置
者
に
提
供
し
、
並
び
に
公
表
す
る
こ
と
。

②

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
。

③

大
学
等
の
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
学
位
の
授
与
を
行
う
た
め
に
必
要

な
学
習
の
成
果
の
評
価
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

④

大
学
等
の
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
に
関
す
る
情
報
及
び
大
学
に
お
け
る
各
種
の
学
習
の
機
会
に

関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
を
行
う
こ
と
。

⑤

①
か
ら
④
ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。
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２

機
構
は
、
国
立
大
学
法
人
法
の
規
定
に
よ
る
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
評
価
委
員
会
」

と
い
う

）
か
ら
１
①
の
評
価
の
実
施
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
評

。

価
委
員
会
及
び
当
該
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
国
立
大
学
又
は
大
学
共
同
利
用
機
関
に
提
供
し
、
及
び
公
表
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

３

１
①
の
評
価
の
実
施
の
手
続
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

機
構
は
、
通
則
法
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
立
大
学
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
時
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
に
成
立
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


